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上
田

國
廣

教
授

著
作
目
録

論
文

「
福
岡
ス
モ
ン
訴
訟
の
展
開
と
今
後
の
課
題
（

特
集

福
岡
ス
モ
ン
訴
訟
第
一
審
判
決
）
｜
｜

（
福
岡
ス
モ
ン
判
決
を
め
ぐ
っ
て
）」（
共
著
）

（
判
例
時
報
九
一
〇
号
）

一
九
七
九
年

「
福
岡
ス
モ
ン
判
決
の
意
義
と
展
望
（
公
害
弁
連
レ
ポ
ー
ト
）」（
共
著
）

（
法
律
時
報
五
一
巻
三
号
）

一
九
七
九
年

「
福
岡
地
裁
に
お
け
る
刑
事
裁
判
の
現
状
｜
｜
訴
訟
指
揮
を
中
心
と
し
て

（

特
集

刑
事
裁
判
の
現
状
と
問
題
点
）」

（
自
由
と
正
義
三
二
巻
五
号
）

一
九
八
一
年

「
人
権
侵
害
の
根
絶
を
め
ざ
し
て
｜
三
｜
」

（
自
由
と
正
義
四
〇
巻
三
号
）

一
九
八
九
年

「
接
見
交
通
権
の
四
〇
年
と
刑
事
裁
判
の
展
望

（

特
集

フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
二
〇
〇
年
と
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
四
〇
年
）」
（
自
由
と
正
義
四
〇
巻
七
号
）

一
九
八
九
年

「
弁
護
士
の
立
場
か
ら
（

特
集

捜
査
と
弁
護
）」

（
刑
法
雑
誌
三
二
巻
一
号
）

一
九
九
一
年

「
刑
事
弁
護
セ
ン
タ
ー
と
司
法
改
革
（

特
集

当
番
弁
護
士
制
度
｜
｜
被
疑
者
弁
護
の
充
実
を
求
め
て
）」

（
自
由
と
正
義
四
三
巻
二
号
）

一
九
九
二
年

「
刑
事
手
続
を
ど
う
変
え
る
か
、
変
え
ら
れ
る
か

（

特
集

司
法
は
本
当
に
変
え
ら
れ
る
か
｜
｜
市
民
と
と
も
に
歩
む
司
法
改
革
を
め
ざ
し
て
）」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
五
九
号
）

一
九
九
三
年

「
伝
聞
証
拠
と
ど
の
よ
う
に
闘
う
か
」（『
刑
事
弁
護
の
技
術
（
上
）』

（
竹
澤
哲
夫
他
編
集
代
表
）
第
一
法
規

一
九
九
四
年
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「
刑
事
弁
護
の
理
念
と
実
践
｜
｜
被
疑
者
弁
護
を
中
心
と
し
て
（

特
集

刑
事
弁
護
の
諸
課
題
）」

（
自
由
と
正
義
五
〇
巻
七
号
）

一
九
九
九
年

「

基
調
報
告

刑
事
弁
護
の
活
性
化
に
向
け
た
弁
護
士
の
取
組
み
と
そ
の
到
達
点

｜
｜
刑
事
訴
訟
法
施
行
後
五
〇
年
を
振
り
返
っ
て
」（
共
著
）

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
〇
号
）

一
九
九
九
年

「
被
疑
者
・
被
告
人
と
弁
護
人
の
関
係
（
二
）（

特
集

刑
事
弁
護
の
論
理
と
倫
理
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
法
制
審
刑
事
法
部
会
で
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
（

特
別
企
画

犯
罪
被
害
者
と
刑
事
手
続
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
刑
事
弁
護
の
新
し
い
世
紀
」（
共
著
）

『
21
世
紀
弁
護
士
論
』

日
本
弁
護
士
連
合
会
編
）
有
斐
閣

二
〇
〇
〇
年

「
被
害
者
の
意
見
陳
述
（

特
集

新
立
法
下
の
刑
事
弁
護
｜
｜
犯
罪
被
害
者
保
護
立
法
下
の
刑
事
弁
護
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
五
号
）

二
〇
〇
一
年

「
大
法
廷
判
決
と

抗
告
（

特
集

接
見
交
通
権
を
確
立
す
る
た
め
に
｜
｜

抗
告
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
六
号
）

二
〇
〇
一
年

「
あ
る
新
人
弁
護
士
と
先
輩
弁
護
士
と
の
対
話
｜
｜
福
岡
県
の
弁
護
士
に
よ
る
基
礎
講
座

（

特
集

刑
事
弁
護
を
は
じ
め
よ
う

｜
｜
弁
護
活
動
の
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
基
礎
知
識
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
八
号
）

二
〇
〇
一
年

「
大
法
廷
判
決
と

抗
告
」

『
新
接
見
交
通
権
の
現
代
的
課
題
』

柳
沼
八
郎
・
若
松
芳
也
編
著
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
一
年

「
予
断
の
防
止
」

『
新
刑
事
手
続
Ⅱ
』

三
井
誠
他
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
二
年
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「

巻
頭
論
文

国
費
に
よ
る
被
疑
者
弁
護
制
度
の
構
想
と
実
現
へ
の
道
」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
九
号
）

二
〇
〇
二
年

「
裁
判
員
裁
判
と
手
続
二
分
論
（

連
続
特
集

裁
判
員
制
度
と
刑
事
弁
護
（
四
）

量
刑
は
ど
う
な
る
の
か

）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
四
四
号
）

二
〇
〇
五
年

「

司
法
過
疎
」
対
策
の
セ
カ
ン
ド
・
ス
テ
ッ
プ
に
向
け
て

（

特
集

ポ
ス
ト
「
ゼ
ロ
・
ワ
ン
」
時
代
の
司
法
過
疎
対
策
に
学
ぶ
）」（
共
著
）

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
六
巻
一
号
）

二
〇
一
一
年

「
被
疑
者
弁
護
を
通
じ
た
取
調
べ
の
適
正
化
（

特
集

取
調
べ
の
可
視
化
と
捜
査
構
造
の
転
換
）」

（
法
律
時
報
八
三
巻
二
号
）

二
〇
一
一
年

「
看
護
行
為
を
巡
る
法
律
問
題
｜
｜
「『
爪
の
ケ
ア
』
に
関
す
る
刑
事
事
件
」
の
判
決
か
ら
考
え
る
こ
と
」

『

爪
の
ケ
ア
」
に
関
す
る
刑
事
事
件
｜
｜
経
緯
と
支
援
の
実
際
』

日
本
看
護
協
会
出
版
会
）

二
〇
一
一
年

座
談
会

「
最
近
の
無
罪
判
決
の
意
味
す
る
も
の
（

特
集

刑
事
裁
判
は
甦
る
か
）」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
一
号
）

一
九
九
一
年

「
伝
聞
法
則
の
実
践

設
問
と
解
答

（

特
集

伝
聞
証
拠
に
ど
う
対
応
す
る
か
｜
｜
刑
事
弁
護
の
実
践
か
ら
考
え
る
）」（

季
刊
刑
事
弁
護
九
号
）

一
九
九
七
年

「
最
高
裁
判
決
を
越
え
て
｜
｜
接
見
交
通
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
る

（

特
集

接
見
交
通
権
を
確
立
す
る
た
め
に
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
二
六
号
）

二
〇
〇
一
年

「
再
審
の
展
望
と
誤
判
救
済
（

特
集

刑
事
再
審
の
課
題
と
展
望
）」

（
法
律
時
報
七
五
巻
一
一
号
）

二
〇
〇
三
年
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「
被
疑
者
刑
事
弁
護
の
進
展
は
刑
事
手
続
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か

｜
｜
編
集
に
携
わ
っ
て
き
た
立
場
か
ら
こ
の
一
〇
年
を
総
括
す
る

（『
刑
事
弁
護
』
創
刊
一
〇
周
年
記
念
特
集

刑
事
司
法
改
革
と
こ
れ
か
ら
の
刑
事
弁
護
）」

（
季
刊
刑
事
弁
護
四
〇
号
）

二
〇
〇
四
年

主
な
担
当
事
件

①
福
岡
地
方
裁
判
所
昭
和
五
二
年
四
月
二
一
日
判
決
（
原
告
代
理
人
）

事
案
の
概
要
）

一

信
号
機
が
故
障
に
よ
り
現
示
停
止
し
て
い
る
交
差
点
に
お
い
て
、
原
告
車
が
対
面
赤
信
号
を
無
視
し
て
交
差
点
を
進
入
し
た
と
こ

ろ
、
該
信
号
機
が
青
の
表
示
に
従
い
進
行
し
て
き
た
被
告
車
と
衝
突
し
た
事
故
に
つ
き
、
運
転
者
が
過
失
な
く
し
て
信
号
機
の
故
障

を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
信
頼
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
故
障
に
よ
り
現
示
停
止
し
て
い
る
信
号
機
を
信
頼
し
て
交
差

点
に
進
行
し
て
く
る
車
両
に
注
意
し
て
い
な
か
っ
た
原
告
に
五
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た
事
例
。

二

県
が
設
置
管
理
す
る
信
号
機
の
故
障
に
よ
り
生
じ
た
交
通
事
故
に
つ
き
、
市
内
で
主
要
な
交
差
点
の
信
号
で
あ
る
の
に
監
視
が
十

分
で
な
か
っ
た
と
し
て
、
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
県
の
栄
造
物
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
。

②
福
岡
ス
モ
ン
訴
訟
事
件
（
福
岡
地
方
裁
判
所
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
四
日
判
決
）（
原
告
代
理
人
）

判
示
事
項
）

一

キ
ノ
ホ
ル
ム
と
ス
モ
ン
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
事
例
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二

国
の
医
薬
品
安
全
性
確
保
義
務
の
意
義
・
内
容

三

欠
陥
医
薬
品
に
よ
り
被
害
が
生
じ
た
場
合
と
国
の
過
失
の
推
定

四

昭
和
三
四
年
五
月
の
時
点
で
キ
ノ
ホ
ル
ム
に
よ
る
ス
モ
ン
又
は
ス
モ
ン
と
の
関
連
性
を
推
論
し
得
る
何
ら
か
の
神
経
障
害
の
発
言

が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
国
の
過
失
を
認
め
た
事
例

五

キ
ノ
ホ
ル
ム
剤
に
よ
る
ス
モ
ン
被
害
に
つ
き
、
国
と
製
薬
会
社
の
責
任
関
係
を
不
真
正
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
関
係
で
あ
る
と
し

た
事
例

六

キ
ノ
ホ
ル
ム
剤
の
投
薬
証
明
の
な
い
者
に
つ
き
、
発
症
経
過
等
か
ら
キ
ノ
ホ
ル
ム
剤
の
服
用
を
推
認
し
た
事
例

③
建
造
物
損
壊
被
告
事
件
（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
昭
和
六
一
年
七
月
一
八
日
決
定
）

事
案
の
概
要
）

被
告
人
が
、
自
己
の
居
住
し
、
県
漁
連
が
所
有
す
る
本
件
建
物
を
損
壊
し
た
事
件
に
つ
き
、
原
判
決
が
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
一
審
判

決
を
破
棄
し
、
有
罪
を
言
い
渡
し
た
た
め
、
上
告
し
た
事
案
で
、
刑
法
二
〇
六
条
の
「
他
人
ノ
」
建
造
物
と
い
う
た
め
に
は
、
他
人
の

所
有
権
が
将
来
民
事
訴
訟
等
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
要
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、

本
件
の
事
実
関
係
に
か
ん
が
み
る
と
、
た
と
え
第
一
審
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
詐
欺
が
成
立
す
る
可
能
性
を
否
定
し
去
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
し
て
も
、
本
件
建
物
は
刑
法
二
六
〇
条
の
「
他
人
ノ
」
建
造
物
に
当
た
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
事
例

④
強
姦
致
傷
、
道
路
交
通
法
違
反
被
告
事
件
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
二
年
三
月
三
日
決
定
）

事
案
の
概
要
）

被
告
人
が
、
強
い
て
Ａ
を
姦
淫
し
よ
う
と
し
た
が
、
た
ま
た
ま
軽
四
輪
自
動
車
が
接
近
し
て
き
た
た
め
山
中
に
逃
走
し
、
そ
の
目
的
を
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遂
げ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
際
、
同
女
に
傷
害
を
負
わ
せ
、
ま
た
、
運
転
免
許
を
受
け
な
い
で
、
か
つ
酒
気
を
帯
び
、
普
通
乗
用
自

動
車
を
運
転
し
て
事
案
に
つ
き
、
懲
役
三
年
が
言
い
渡
さ
れ
、
控
訴
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
、
上
告
し
た
事
案
で
、
臭
気
選
別
は
、

選
別
に
つ
き
専
門
的
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る
指
導
手
が
、
臭
気
選
別
能
力
に
優
れ
、
選
別
時
に
お
い
て
体
調
等
も
良
好
で
そ
の
能
力

が
よ
く
保
持
さ
れ
て
い
る
警
察
犬
を
使
用
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
臭
気
の
採
取
、
保
管
の
過
程
や
臭
気
選
別
の
方
法

に
不
適
切
な
点
の
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
各
臭
気
選
別
の
結
果
を
有
罪
認
定
の
用
に
供
し
う
る
と
し
た
原
判
断
は
正
当

で
あ
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
事
例
（
編
者
註

な
お
、
上
田
國
廣
先
生
は
一
審
段
階
か
ら
弁
護
人
と
し
て
活
動
し
、
被
告
人
の

犯
人
性
を
争
っ
て
き
た
。）

⑤
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
福
岡
地
方
裁
判
所
昭
和
六
三
年
四
月
二
七
日
判
決
）（
原
告
本
人
）

判
示
事
項
）

い
わ
ゆ
る
一
般
的
指
定
の
な
さ
れ
た
勾
留
中
の
被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
接
見
交
通
に
つ
き
、
検
察
官
が
接
見
指
定
の
要
件
が
な
い
の
に

具
体
的
指
定
書
の
持
参
を
要
求
し
て
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
弁
護
人
の
接
見
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
接
見
妨
害
と
し
て
、
弁
護
人

か
ら
の
国
家
賠
償
法
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
事
例

⑥
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
九
州
訴
訟
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
福
岡
地
方
裁
判
所
平
成
一
年
四
月
一
八
日
判
決
）（
原
告
代
理
人
）

判
示
事
項
）

一

予
防
接
種
と
被
接
種
児
の
死
亡
又
は
傷
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
事
例

二

予
防
接
種
担
当
医
師
等
に
具
体
的
な
過
失
が
あ
る
と
し
て
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

三

予
防
接
種
被
害
に
対
す
る
国
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
債
務
不
履
行
責
任
及
び
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
が
否
定
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さ
れ
た
事
例

四

予
防
接
種
被
害
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
等
に
損
失
補
償
請
求
を
追
加
的
に
併
合
す
る
こ
と
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例

五

憲
法
一
三
条
、
一
四
条
、
二
五
条
、
二
九
条
の
各
規
定
の
解
釈
上
、
同
二
九
条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
被
害
者
は
国

に
対
し
損
失
補
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例

六

予
防
接
種
法
一
六
条
以
下
に
よ
る
法
的
救
済
制
度
の
存
在
す
る
が
故
に
憲
法
二
九
条
三
項
に
基
づ
く
損
失
保
障
請
求
を
許
さ
な
い

と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例

七

予
防
接
種
被
害
に
対
す
る
補
償
は
憲
法
二
九
条
三
項
の
正
当
な
補
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
死
亡
児
の
逸
失
利
益
、
介
助
費
、
慰

藉
料
が
含
ま
れ
る
が
、
弁
護
士
費
用
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

八

予
防
接
種
被
害
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
及
び
損
失
補
償
請
求
に
対
す
る
国
の
消
滅
時
効
の
援
用
が
権
利
の
濫
用
で
あ
り
許
さ
れ

な
い
と
さ
れ
た
事
例

⑦
任
意
取
調
べ
中
の
接
見
拒
否
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
福
岡
地
方
裁
判
所
平
成
三
年
一
二
月
三
日
判
決
）（
原
告
代
理
人
）

事
案
の
概
要
）

任
意
取
調
べ
中
の
被
疑
者
の
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
か
ら
面
会
の
申
し
出
を
受
け
た
警
察
官
が
申
し
出
を
す
み
や
か
に
被
疑
者
に

取
り
次
が
な
か
っ
た
こ
と
を
違
法
と
し
た
事
例
（
出
典：

法
律
時
報
臨
時
増
刊
『
判
例
回
顧
と
展
望
』

日
本
評
論
社
））

⑧
福
岡
ダ
イ
エ
ー
ド
ー
ム
詐
欺
被
告
事
件
（
福
岡
高
等
裁
判
所
平
成
七
年
六
月
二
七
日
判
決
）（
控
訴
審
弁
護
人
）

事
案
の
概
要
）

原
審
が
、
被
告
人
が
、
工
事
の
受
注
を
希
望
し
て
い
る
Ｂ
に
対
し
、
地
元
対
策
費
等
の
金
員
を
支
払
え
ば
工
事
の
受
注
が
で
き
る
等
の
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虚
構
の
事
実
を
申
し
向
け
て
金
員
を
要
求
し
、
同
人
か
ら
、
地
元
対
策
費
等
名
下
に
合
計
二
億
六
〇
〇
〇
万
円
を
騙
取
し
た
と
し
て
被

告
人
に
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
に
対
し
、
被
告
人
が
控
訴
を
し
た
事
案
に
お
い
て
、
提
供
す
る
金
員
を
回
収
し
、
か
つ
、
適
正
利

益
を
確
保
す
る
に
足
り
る
十
分
な
金
額
で
受
注
さ
せ
る
よ
う
予
算
措
置
を
講
じ
る
と
の
約
束
が
あ
る
等
の
話
が
あ
っ
た
の
で
、
本
件
金

員
を
被
告
人
に
交
付
し
た
旨
述
べ
る
Ｂ
ら
の
供
述
は
、
客
観
的
な
証
拠
で
あ
る
テ
ー
プ
に
録
音
さ
れ
て
い
る
会
話
内
容
等
に
対
比
し
て

信
用
し
難
く
、
他
に
右
事
実
を
認
め
る
べ
き
証
拠
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
本
件
公
訴
事
実
に
つ
い
て
は
犯
罪
の
証
明
が
十
分
で
な
い
と

し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
事
例

⑨
再
審
請
求
棄
却
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
事
件
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
平
成
一
〇
年
一
〇
月

二
七
日
決
定
）（
再
審
請
求
弁
護
人
）

事
案
の
概
要
）

強
盗
殺
人
、
同
未
遂
、
現
住
建
造
物
放
火
の
罪
で
死
刑
が
確
定
し
た
申
立
人
の
再
審
請
求
棄
却
事
件
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に

対
す
る
特
別
抗
告
事
件
に
お
い
て
、
所
論
引
用
の
新
証
拠
の
ほ
か
、
再
審
請
求
以
降
に
お
い
て
新
た
に
得
ら
れ
た
証
拠
を
含
む
全
証
拠

を
総
合
的
に
評
価
し
て
も
、
申
立
人
が
放
火
に
及
ん
だ
こ
と
に
合
理
的
な
疑
い
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
所
論

引
用
の
新
証
拠
が
刑
訴
法
四
三
五
条
六
号
に
い
う
証
拠
の
明
白
性
を
欠
く
と
し
て
本
件
再
審
請
求
を
棄
却
す
べ
き
も
の
と
し
た
原
決
定

の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
し
て
、
抗
告
を
棄
却
し
た
事
例

⑩
恐
喝
（
予
備
的
訴
因
恐
喝
幇
助
）
被
告
事
件
（
福
岡
地
方
裁
判
所
平
成
一
三
年
五
月
三
〇
日
判
決
）

事
案
の
概
要
）

被
告
人
が
、
共
犯
者
ら
と
共
謀
の
上
、
債
権
取
立
て
名
下
に
Ａ
か
ら
金
員
を
喝
取
し
た
と
い
う
公
訴
事
実
（
予
備
的
訴
因
は
恐
喝
幇
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助
）
に
つ
き
、
本
件
事
実
を
総
合
す
る
と
、
被
告
人
に
は
、
共
犯
者
ら
と
共
同
し
て
Ａ
を
脅
し
て
同
人
か
ら
金
員
を
喝
取
し
よ
う
と
い

う
正
犯
意
思
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
Ａ
か
ら
金
員
を
喝
取
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
人
と
共
犯
者
ら
と
の
間
に
、
被

告
人
を
共
同
正
犯
と
認
め
る
に
足
り
る
共
謀
関
係
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
幇
助
の
意
思
が
あ
っ
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、

被
告
人
を
無
罪
と
し
た
事
例

強
盗
致
傷
被
告
事
件
（
福
岡
高
等
裁
判
所
平
成
一
四
年
一
一
月
六
日
判
決
）

事
案
の
概
要
）

被
告
人
が
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
に
お
い
て
妻
と
共
謀
の
上
、
食
料
品
を
窃
取
し
、
そ
の
後
、
被
告
人
車
を
発
進
さ
せ
、
被
告

人
車
の
前
部
付
近
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
同
店
店
員
を
負
傷
さ
せ
た
事
実
に
つ
き
、
原
判
決
に
は
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
が
あ
る
と
し
、

控
訴
し
た
事
案
で
、
鑑
定
の
経
緯
を
補
足
さ
れ
た
鑑
定
書
面
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
に
証
拠
能
力
を
否
定
す
べ
き
理
由
が
な
く
、
そ
の

判
断
の
経
緯
が
法
廷
で
証
言
さ
れ
た
本
件
施
術
証
明
書
は
、
刑
訴
法
三
二
一
条
四
項
の
準
用
に
よ
っ
て
証
拠
能
力
を
付
与
し
う
る
の
が

相
当
で
あ
る
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
事
例

証
拠
開
示
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
平
成
二
〇
年
六
月
二
五
日
決

定
）

事
案
の
概
要
）

証
拠
開
示
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
に
つ
き
、
犯
罪
捜
査
に
当
た
っ
た
警
察
官
が
犯
罪
捜
査
規
範

一
三
条
に
基
づ
き
作
成
し
た
備
忘
録
で
あ
っ
て
、
捜
査
の
経
過
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
が
記
録
さ
れ
、
捜
査
機
関
に
お
い
て
保

管
さ
れ
て
い
る
書
面
は
、
当
該
事
件
の
公
判
審
理
に
お
い
て
、
当
該
捜
査
状
況
に
関
す
る
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
場
合
、
証
拠
開
示
の
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対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
抗
告
を
棄
却
し
た
事
例

傷
害
被
告
事
件
（
福
岡
高
等
裁
判
所
平
成
二
二
年
九
月
一
六
日
判
決
）

事
案
の
概
要
）

看
護
師
で
あ
る
被
告
人
が
、
入
院
中
の
Ａ
及
び
Ｂ
の
爪
を
爪
切
り
用
の
ニ
ッ
パ
ー
を
使
用
す
る
な
ど
し
て
剥
離
さ
せ
、
よ
っ
て
、
同
人

に
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
案
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
被
告
人
が
Ｂ
及
び
Ａ
の
各
足
親
指
の
爪
切
り
を
行
っ
て
そ
の
爪

床
を
露
出
さ
せ
た
行
為
は
、
医
師
と
の
連
携
が
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
、
結
果
的
に
微
小
な
が
ら
出
血
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
多
少
な
り
と
も
不
適
切
さ
を
指
摘
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
も
、
被
告
人
の
行
為

は
、
看
護
目
的
で
な
さ
れ
、
看
護
行
為
と
し
て
必
要
性
が
あ
り
、
手
段
、
方
法
も
相
当
と
い
え
る
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、

正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
し
て
、
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
事
例

（
な
お
、

事
案
の
概
要
」、

判
示
事
項
」
は
、
Ｌ
Ｅ
Ｘ
╱
Ｄ
Ｂ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
た
。）
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